
個
人
市
民
税
の
非
課
税
措
置
が

段
階
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す

福
祉
医
療
の
対
象
が
小
学
校

就
学
前
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す

市
長
の
政
治
倫
理
条
例
が

で
き
ま
し
た
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６
　
月
　
定
　
例
　
会

◆
大
村
市
長
の
政
治
倫
理
に
関
す
る

条
例大

村
市
議
会
で
は
早
く
か
ら
政
治

倫
理
条
例
制
定
の
機
運
が
高
ま
り
、

平
成
15
年
の
年
末
以
来
、
特
別
委
員

会
で
審
議
し
、
平
成
17
年
３
月
に
特
別

委
員
会
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
同
会

期
中
に
条
例
が
成
立
し
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
市
民
の
厳

粛
な
信
託
を
受
け
た
立
場
に
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
政
治
倫
理
の
確
立
と

向
上
に
努
め
、
も
っ
て
市
民
に
信
頼

さ
れ
る
公
正
で
民
主
的
な
市
政
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
制
定

さ
れ
ま
し
た
。

大
村
市
長
の
政
治
倫
理
に
関
す
る

条
例
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。

１
　
適
用
対
象
者

市
長

２
　
政
治
倫
理
基
準

①
地
位
を
利
用
し
た
公
正
を
疑
わ
れ

る
金
品
授
受
の
禁
止

②
市
等
が
行
う
許
可
、
認
可
、
請
負

契
約
等
に
関
し
、
特
定
の
企
業
、
団

体
等
に
つ
い
て
有
利
な
又
は
不
利
な

取
り
計
ら
い
の
禁
止

③
政
治
的
又
は
道
義
的
な
批
判
を
受

け
る
お
そ
れ
の
あ
る
寄
附
の
受
取
り

の
禁
止(

市
長
の
後
援
団
体
に
つ
い
て

も
同
様)

◆
大
村
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
年

齢
65
歳
以
上
で
、
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
者
に
対

す
る
個
人
市
民
税
の
非
課
税
措
置
が

段
階
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
18
年
度

は
、
市
民
税
の
均
等
割
と
所
得
割
に

限
り
３
分
の
２
の
減
額
、
平
成
19
年

度
に
つ
い
て
は
３
分
の
１
の
減
額
、

平
成
20
年
度
か
ら
は
全
額
賦
課
と
な

り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

税
務
課
　
　
　
（
内
線
１
３
６
）

◆
大
村
市
福
祉
医
療
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

長
崎
県
の
福
祉
医
療
費
補
助
金
交

付
要
綱
に
基
づ
く
交
付
対
象
と
な
る

乳
幼
児
の
範
囲
は
本
年
10
月
１
日
以

降
、
従
前
の
入
院
６
歳
未
満
の
者
、

通
院
３
歳
未
満
の
者
か
ら
、
入
院
、

通
院
と
も
に
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
者
と
拡
大
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

大
村
市
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
市

単
独
で
上
乗
せ
を
し
て
、
入
院
、
通

院
と
も
に
６
歳
未
満
の
者
を
交
付
対

象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
県
の
対
象

者
の
拡
大
に
併
せ
て
小
学
校
入
学
前

ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

福
祉
課
　
　
　
（
内
線
４
６
０
）

④
品
位
と
名
誉
を
損
な
う
よ
う
な
行

為
を
慎
み
、
そ
の
職
務
に
関
し
不
正

の
疑
惑
を
も
た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

行
為
の
禁
止

３
　
請
負
等
に
関
す
る
遵
守
事
項

①
市
長
の
配
偶
者
、
一
親
等
の
親
族

及
び
同
居
の
親
族
並
び
に
こ
れ
ら
の

者
が
役
員
を
し
て
い
る
企
業
は
、
市

に
対
す
る
請
負
そ
の
他
の
契
約
を
辞
退

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
辞
退
届

市
長
は
、
任
期
開
始
の
日
か
ら
30

日
以
内
に
、
責
任
を
も
っ
て
関
係
者

及
び
関
係
企
業
の
辞
退
届
を
提
出
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
市
長
は
、
辞
退
届
の
提
出
状
況
を

市
民
に
公
表
す
る
。

４
　
資
産
公
開
制
度

①
市
長
の
資
産
公
開
は
、
資
産
報
告
書

等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
、
平
成
７

年
に
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
市

長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
」

を
制
定
し
、
既
に
制
度
化
し
て
い
る
。

②
資
産
公
開
制
度
は
、
政
治
倫
理
の
確

立
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
大

き
な
柱
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
、

今
回
、
現
行
条
例
に
よ
る
制
度
を
維
持

し
つ
つ
本
条
例
に
一
本
化
す
る
と
と
も

に
、
更
に
、
現
行
の
資
産
報
告
書
等
の

作
成
・
公
開
に
加
え
、
そ
の
記
載
内
容

に
つ
い
て
、
政
治
倫
理
審
査
会
に
よ
る

審
査
と
、
疑
義
が
あ
る
場
合
の
市
民
の

調
査
請
求
の
対
象
と
し
、
更
な
る
政
治

倫
理
の
確
立
と
制
度
の
拡
充
を
図
る
。

指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
係
る
条
例
改
正
は
継
続
に

平
成
18
年
度
か
ら
導
入
を
予
定
し
て
い
る
指
定
管
理
者
制
度
に
関
す
る
個
別
の

条
例
改
正
案
15
件
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
論
を
得
る
に
至
ら
ず
継

続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

市
政
一
般
質
問
で
は
、
16
名
の
議
員
が
市
政
全
般
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

条

例



指
定
管
理
者
制
度
と
は

平
成
15
年
９
月
に
地
方
自
治
法
が
改

正
さ
れ
、
公
の
施
設
の
管
理
に
指
定
管

理
者
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
公
の
施
設
の
管

理
方
法
は
、
来
年
９
月
以
降
、
地
方
公

共
団
体
に
よ
る
直
営
か
指
定
管
理
者
が

行
う
管
理
か
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
制
度
の
目
的
は
、
公
の
施
設
の

管
理
・
運
営
を
広
く
民
間
に
開
放
し
、

民
間
の
能
力
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
幅
広
く
活

用
す
る
と
と
も
に
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
や
行
政
コ
ス
ト
の
縮
減
を
図
ろ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

継
続
審
議
に
な
っ
た
条
例
は
、
次

の
15
件
で
す
。

―３―

平成17年８月１日 市議会だより 第 228  号

５
　
政
治
倫
理
審
査
会
の
設
置

①
資
産
報
告
書
等
の
記
載
内
容
の
審

査
、
市
民
の
調
査
請
求
が
あ
っ
た
場

合
の
調
査
等
を
行
う
た
め
、
市
長
の

附
属
機
関
と
し
て
、
政
治
倫
理
審
査

会
を
設
置
す
る
。

②
委
員
は
、
５
人
以
内
と
し
、
優
れ

た
識
見
を
有
す
る
者
で
構
成

③
委
員
の
任
期
は
、
２
年

④
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で

き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑤
会
議
は
、
原
則
公
開
と
し
、
非
公

開
と
す
る
場
合
は
、
委
員
３
分
の
２

以
上
の
同
意
が
必
要

６
　
市
民
の
調
査
請
求
権

①
　
請
求
事
由
等

市
民
は
、
次
の
事
由
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
証
明
す
る
資
料
を
添
え
、
市

長
に
調
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。ア

　
資
産
報
告
書
等
に
事
実
と
異

な
る
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
疑
い
が

あ
る
と
き
。

イ
　
政
治
倫
理
基
準
に
違
反
す
る

疑
い
が
あ
る
と
き
。

ウ
　
請
負
等
に
関
す
る
遵
守
事
項

に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
き
。

②
請
求
要
件

市
民
（
有
権
者
）
50
人
以
上
の
者

の
連
署

③
政
治
倫
理
審
査
会
へ
の
調
査
請
求

市
長
は
、
市
民
の
調
査
請
求
が
あ

っ
た
と
き
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
に

調
査
を
求
め
る
。

又
は
判
決
の
日
か
ら
50
日
以
内
に
、

市
民
（
有
権
者
）
50
人
以
上
の
連
署

を
も
っ
て
、
市
長
に
対
し
て
説
明
会

の
開
催
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
有
罪
判
決
確
定
後
の
措
置

市
長
は
、
刑
法
事
犯
に
よ
り
有
罪
判

決
の
宣
告
を
受
け
、
そ
の
判
決
が
確

定
し
た
と
き
は
、
市
政
に
対
す
る
市

民
の
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

総
務
課
　
　
　
（
内
線
２
１
１
）

◆
大
村
市
体
育
施
設
条
例

◆
大
村
市
市
民
会
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◆
大
村
市
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例◆
大
村
市
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
高
齢
者
活
動
支
援
施
設
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
野
岳
湖
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
情
報
交
流
プ
ラ
ザ
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◆
大
村
市
牧
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

◆
大
村
市
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◆
大
村
市
火
葬
場
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

◆
大
村
市
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

④
調
査
報
告
書
の
公
表

市
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
調
査

報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
調
査
請
求
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
市
民
に
公
表
す
る
。

７
　
市
長
が
講
ず
べ
き
措
置

市
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
か
ら
資

産
報
告
書
等
に
事
実
と
異
な
る
記
載
が

あ
る
旨
、
政
治
倫
理
基
準
に
違
反
し
て

い
る
旨
又
は
請
負
等
に
関
す
る
遵
守
事

項
に
違
反
し
て
い
る
旨
の
指
摘
が
な
さ

れ
た
と
き
は
、
市
民
の
信
頼
を
回
復
す

る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
問
責
制
度

①
起
訴
後
の
説
明
会

市
長
は
、
刑
法
事
犯
に
よ
る
起
訴

後
、
引
き
続
き
そ
の
職
に
と
ど
ま
ろ

う
と
す
る
と
き
は
、
説
明
会
を
開
催

し
、
市
民
に
対
し
て
自
ら
説
明
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
有
罪
判
決
宣
告
後
の
説
明
会

市
長
は
、
刑
法
事
犯
に
よ
り
有
罪
判

決
の
宣
告
を
受
け
、
引
き
続
き
そ
の

職
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、

説
明
会
を
開
催
し
、
市
民
に
対
し
て

自
ら
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
説
明
会
に
お
け
る
市
民
の
質
問
権

市
民
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
請
求
権

ア
　
市
民
は
、
説
明
会
に
お
い
て
、

質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
市
民
は
、
起
訴
後
の
説
明
会

又
は
有
罪
判
決
宣
告
後
の
説
明
会
が

開
催
さ
れ
な
い
と
き
は
、
起
訴
の
日

指
定
管
理
者
制
度
導
入
は

継
続
審
議
に
…

・




